
提

出

者

島

�

平
成
十
六
年
十
月
十
二
日
提
出

質

問

第

一

四

号

郵
政
民
営
化
の
基
本
方
針
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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郵
政
民
営
化
の
基
本
方
針
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
郵
政
公
社
の
民
営
化
は
、
今
後
の
国
政
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
論
点
で
あ
り
、
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
は
政
府
の
姿

勢
を
よ
り
明
確
に
質
す
必
要
が
あ
る
。
去
る
九
月
十
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
郵
政
民
営
化
の
基
本
方
針
に
対
し
て
は
、
正
確
な

数
字
に
基
づ
く
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
郵
政
事
業
の
さ
ら
な
る
肥
大
化
を
招
く
の
で
は
な
い
か
な
ど
、
多

く
の
懸
念
が
持
た
れ
て
い
る
。
こ
の
郵
政
民
営
化
の
基
本
方
針
に
関
し
て
、
政
府
に
対
し
質
問
す
る
。

一

最
終
的
な
民
営
化
時
点
に
お
け
る
組
織
形
態
の
枠
組
み
に
つ
い
て
、
基
本
方
針
で
は
「
郵
便
貯
金
会
社
、
郵
便
保
険
会
社

に
つ
い
て
は
、
移
行
期
間
中
に
株
式
を
売
却
し
、
民
有
民
営
を
実
現
す
る
」
と
し
て
い
る
。
郵
便
貯
金
会
社
・
郵
便
保
険
会

社
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
七
年
ま
で
に
持
ち
株
会
社
が
保
有
す
る
株
式
を
売
却
し
、
完
全
に
持
ち
株
会
社
か
ら
離
脱
す
る
も

の
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

二

移
行
期
・
準
備
期
間
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
基
本
方
針
で
は
「
新
会
社
は
、
移
行
期
当
初
か
ら
民
間
企
業
と
同
様
の
法
的

枠
組
み
に
定
め
ら
れ
た
業
務
を
行
い
、
政
府
保
証
の
廃
止
、
納
税
義
務
、
預
金
保
険
機
構
な
い
し
生
命
保
険
契
約
者
保
護
機

構
へ
の
加
入
等
の
義
務
を
負
う
」
「
郵
便
貯
金
会
社
及
び
郵
便
保
険
会
社
は
、
遅
く
と
も
上
記
の
期
限
ま
で
に
最
終
的
な
枠

組
み
に
移
行
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
移
行
期
に
お
け
る
両
社
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
銀
行
法
、
保
険
業
法
等
の

一



特
例
法
を
時
限
立
法
で
制
定
し
、
対
応
す
る
こ
と
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
七
年
四
月
ま
で
に
、
郵
便
貯

金
法
・
簡
易
保
険
法
を
廃
止
す
る
こ
と
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

三

二
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
七
年
四
月
以
降
は
、
郵
便
貯
金
会
社
及
び
郵
便
保
険
会
社
に
対
す
る
監
督
権
限
は
総
務
省
か
ら
金

融
庁
に
完
全
に
移
行
す
る
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

四

基
本
方
針
で
は
、
郵
便
貯
金
会
社
に
つ
い
て
、
「
民
間
企
業
と
同
様
に
納
税
義
務
を
負
う
と
と
も
に
、
新
規
契
約
分
か
ら

郵
便
貯
金
の
政
府
保
証
を
廃
止
し
、
預
金
保
険
機
構
に
加
入
す
る
」
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
郵
便
貯
金
が
受
け
て
い

た
官
業
の
特
典
に
つ
い
て
、
全
国
銀
行
協
会
は
、
預
金
保
険
料
・
準
備
利
子
相
当
分
の
運
用
利
子
・
法
人
税
住
民
税
等
・
経

常
経
費
と
し
て
の
税
の
合
計
で
一
兆
一
一
三
七
億
円
と
試
算
し
て
い
る
。
政
府
は
基
本
方
針
の
策
定
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し

た
官
業
と
し
て
の
特
典
の
試
算
を
行
っ
た
の
か
。
ま
た
、
行
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
総
額
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

五

基
本
方
針
で
は
、
二
〇
〇
七
年
四
月
の
民
営
化
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
準
備
期
間
と
位
置
づ
け
「
郵
便
事
業
の
超
過
債

務
を
解
消
し
た
上
で
、
四
機
能
別
の
勘
定
区
分
を
行
う
」
と
し
て
い
る
。
郵
便
事
業
に
つ
い
て
は
、
依
然
五
五
一
八
億
円
の

債
務
超
過
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
解
消
は
容
易
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
特
定
郵
便
局
の
効
率
化
に
つ
い
て
お
尋
ね

す
る
。

二



（
一
）

平
成
十
六
年
一
月
十
六
日
の
「
衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
自
ら
勤
務
す
る
特
定
郵
便
局
へ
土
地
・
建
物
を
貸
す

特
定
郵
便
局
長
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
に
よ
れ
ば
、
特
定
郵
便
局
の
建
物
等
の
賃
貸
人
が
当
該
特
定
郵

便
局
の
長
で
あ
る
も
の
の
比
率
は
、
平
成
十
五
年
三
月
末
に
お
い
て
三
十
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
あ
り
、
平
成
十
五
年

三
月
に
支
払
わ
れ
た
賃
貸
借
料
の
月
額
の
平
均
は
約
三
十
三
万
四
千
円
、
総
額
は
約
十
九
億
三
千
百
四
十
六
万
円
と

さ
れ
て
い
る
。
現
在
に
お
い
て
、
特
定
郵
便
局
の
建
物
等
の
賃
貸
人
が
当
該
特
定
郵
便
局
の
長
で
あ
る
も
の
の
比

率
、
賃
貸
借
料
の
月
額
の
平
均
及
び
総
額
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
明
確
に
把
握
し
た
上
で
、
二
〇
〇
七
年
四

月
の
民
営
化
ま
で
の
期
間
に
、
こ
れ
ら
を
引
き
下
げ
る
考
え
は
あ
る
か
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
二
）

平
成
十
五
年
八
月
五
日
の
「
衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
特
定
郵
便
局
長
の
採
用
が
公
募
で
な
い
理
由
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
に
よ
れ
ば
、
特
定
郵
便
局
長
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
特
定
郵
便
局
長
の
欠
員
の
状
況
等
を

勘
案
し
つ
つ
、
随
時
、
欠
員
が
生
じ
た
個
別
の
特
定
郵
便
局
ご
と
に
行
っ
て
お
り
、
広
く
一
般
へ
の
募
集
は
行
わ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
部
外
者
に
対
し
て
実
施
さ
れ
た
特
定
郵
便
局
長
の
採
用
選
考
で
は
、
平
成
十
四
年
で
合
格

率
が
九
十
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
他
の
公
務
員
の
採
用
試
験
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
高
率
で
あ
り
、
ま
た
採
用

前
の
住
居
と
採
用
後
に
配
属
さ
れ
た
特
定
郵
便
局
が
同
じ
敷
地
内
に
所
在
す
る
者
が
多
数
含
ま
れ
る
な
ど
、
国
家
公

三



務
員
法
に
あ
る
「
民
主
的
な
方
法
で
選
択
」
と
い
う
考
え
方
に
そ
ぐ
わ
な
い
実
態
が
垣
間
見
え
る
。
現
在
に
お
い
て

も
、
平
成
十
五
年
八
月
五
日
の
答
弁
時
と
同
様
の
採
用
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
の
か
。
直
近
一
年
間
の
部
外
者
採

用
に
つ
い
て
、
受
験
者
数
と
合
格
者
数
、
合
格
率
を
明
確
に
把
握
し
た
上
で
、
今
後
二
〇
〇
七
年
四
月
の
民
営
化
ま

で
の
期
間
に
、
特
定
郵
便
局
長
の
採
用
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
見
直
し
を
行
う
お
考
え
は
あ
る
か
答
弁
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


